
     佐賀市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、家庭から排出されるごみの減量化並びにごみの減量及び分別に対す

る市民の意識の高揚を図るため、生ごみ処理容器等を購入する者に対し予算の範囲内に

おいて補助金を交付することについて、佐賀市補助金等交付規則（平成１７年佐賀市規

則第６４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとす

る。 

（区域） 

第２条 この要綱の規定は、佐賀市において適用する。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において「生ごみ処理容器等」とは、次のいずれかに該当するものをい

う。 

(1) 生ごみ処理容器 

生ごみを減量し、又は堆肥化し得る容器（電動によるものを除く）。 

(2) 生ごみ処理容器用母材 

生ごみを堆肥化する際に使用する、土壌または発酵促進材。 

(3) 付属品 

    生ごみ処理容器に付属するもので、生ごみ処理容器の機能を高めるもの。 

(4) 電動生ごみ処理機 

  電動による乾燥や発酵等の方法で生ごみを分解し、減量化、消滅化または堆肥化

し得る機器（付属品を除く）。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 

(1) 第２条の区域に住所を有し、かつ、居住する者であること。 

(2) 生ごみ処理容器等を設置できる場所を有し、適正に維持管理ができる者であるこ

と。 

(3) 暴力団等（佐賀市が佐賀警察署と平成２１年１２月１６日に締結した佐賀市が行

う行政事務からの暴力団排除合意書第２条第８号に規定する暴力団等をいう。以

下同じ。）ではないこと。 

(補助金の額） 

第５条 補助金の額は、生ごみ処理容器等の購入費の２分の１の額とする。ただし、生ご

み処理容器（付属品を含む）及び生ごみ処理容器用母材については３，０００円、電動生

ごみ処理機については１５，０００円を上限とする。 

２  前項の補助金の合計額に１００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる

ものとする。 



（補助金の制限） 

第６条 補助金は、１世帯当たり次の各号に掲げる制限を設けることとする。 

(1) 生ごみ処理容器は、１年度につき２基までとする。 

(2) 生ごみ処理容器用母材は、１年度につき４品までとする。 

(3) 付属品は、生ごみ処理容器又は生ごみ処理容器用母材と同時購入する場合に限る。 

(4) 電動生ごみ処理機は、本体１機までとし、前回の補助金交付確定を受けた日から算出

して５年を経過した場合に限る。 

(5) 中古品、転売品、購入にかかる送料及び設置費用等は補助対象外とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は補助金交付申請

書兼実績報告書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

（交付の決定及び額の確定） 

第８条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付を

決定するとともに、その額を確定し、その内容及び条件を付し、補助金交付決定通知書

兼額の確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請 

者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金等は、前条第１項の規定により確定した額を交付するものとする。 

２ 申請者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求

書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金交付の取消し又は返還） 

第１０条 市長は、申請者が暴力団等に該当するとき、又は佐賀市補助金等交付規則（平

成１７年佐賀市規則第６４号）第１５条第１項に規定する取消しを受けたときは、補助

金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ず

ることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

 

附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

  

 

 



（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市家庭用生ごみ処理容器購入費補助

金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によ

りりなされたものとみなす。 

附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市佐賀地区家庭用生ごみ処理容器購入費補助

金交付要綱及び佐賀市諸富地区家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみな

す。 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市家庭用生ごみ処理容器購入費補助金交付要

綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市家庭用生ごみ処理容器購入費補助金交付要

綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、佐賀市家庭用生ごみ処理容器購入費補助金 

交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定により

なされたものとみなす。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 



  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



様式第１号（第７条関係） 

補 助 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 

  年  月  日 

 

佐賀市長       様 

 

申請者 〒 

住 所 佐賀市 

電 話  

氏 名 （署名） 

 

佐賀市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり

補助金の交付を申請します。 

 

補助年度     年度 補助事業等の名称 
佐賀市家庭用生ごみ処理容器等

購入費補助金交付事業 

補助事業の目的 

及び内容 
家庭から出るごみの減量及び分別への意識の高揚を図るため。 

購入機器または容器  

購入金額                 円 

交付申請金額               円 

添付書類 領収書 

備考 

１ 補助金の額は生ごみ処理容器等の購入費の２分の１の額とし、生ごみ処理容器（付属品を

含む）及び生ごみ処理容器用母材については、３，０００円、電動生ごみ処理機について

は１５，０００円を上限とする。 

２ 補助金の額に１００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 原則署名とし、署名によらない場合は記名押印とする。 



様式第２号（第８条関係） 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 兼 額 の 確 定 通 知 書 

 

     第    号  

   年  月  日  

  

  様 

 

                       佐賀市長     

 

   年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定及

び確定したので、佐賀市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱第８条の規定によ

り通知します。 

 

補助 

年度 
   年度 補助事業等の名称 

佐賀市家庭用生ごみ処理容器等 

購入費補助事業 

補助事業の目的 

及び内容 

家庭から出るごみの減量及び分別への意識の高揚を図るた

め。 

交付決定・確定金額         円 

交 付 条 件 

佐賀市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱に基づ

き、申請書提出内容に沿って適正に実施するものとする。 

 

市が生ごみ処理に係る報告書の提出を求め、又はアンケート

調査等を実施するときは、これに協力するものとする。 

 



様式第３号（第９条関係） 

補 助 金 交 付 請 求 書 

 

     年  月  日 

 

佐賀市長       様 

 

 

申請者 〒                                   

 住所 佐賀市 

                     電話  

                     氏名 （署名）                

 

佐賀市家庭用生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱第９条第２項の規定により、次の

とおり請求します。 

 

補 助 年 度   年度 補助事業等の名称 
佐賀市家庭用生ごみ処理容器等

購入費補助金交付事業 

交付決定・確定金額                      円 

交 付 請 求 金 額                      円 

振

込

先 
金 融 機 関 名 

銀  行           本店 

       信用金庫            支店 

農  協           支所 

口 座 の 種 類 普  通  ・  当  座 

店番―口座番号 ― 

フ リ ガ ナ  

名 義 人  

備考 

原則署名とし、署名によらない場合は記名押印とする。 


